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4410010 浜崎 ﾊﾏｻｷ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ◎ S27.5.28 H17.1.1

4410020 相賀 ｵｳｶ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ○ S27.5.28 半島

4410030 屋形石 ﾔｶﾀｲｼ 1 唐津市 唐津市 屋　形　石 ◎ S27.5.28 半島

離島
半島

4410045 小友 ｺﾄﾞﾓ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ◎ ○ S27.5.28 H17.1.1 半島

4410050 加部島 ｶﾍﾞｼﾏ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 3 ○ ○ S27.5.28 H17.1.1 半島

4410060 波戸 ﾊﾄﾞ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ◎ ○ S27.5.28 H17.1.1 半島

4410070 串浦 ｸｼｳﾗ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 2 ◎ S28.2.12 H17.1.1 半島

離島
半島
離島
半島
離島
半島
離島
半島

4410120 外津 ﾎｶﾜﾂﾞ 1 東松浦郡玄海町 玄海町 外　　　津 ◎ S28.2.12 H21.2.27 半島

4410130 仮屋 ｶﾘﾔ 1 東松浦郡玄海町 玄海町 仮　　　屋 ◎ S26.9.7 半島

4410140 京泊 ｷｮｳﾄﾞﾏﾘ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ◎ S28.2.12 H17.1.1 半島

4410160 駄竹 ﾀﾞﾁﾞｸ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ○ S28.2.12 H17.1.1 半島

4410170 晴気 ﾊﾚｷﾞ 1 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ○ S34.12.15 H17.1.1 半島

4410180 大浦 ｵｵｳﾗ 1 唐津市 唐津市 大　浦　浜 ◎ S27.5.28 H17.1.1 半島

離島
半島

4410230 千歳 ﾁﾄｾ 1 神埼市 神埼市 佐賀県有明海 S28.2.12 H18.3.20

4410280 広江 ﾋﾛｴ 1 佐賀市 佐賀市 佐賀県有明海 S27.5.28 H19.10.1

4410300 佐嘉 ｻｶﾞ 1 佐賀市 佐賀市 佐賀県有明海 2 S48.5.16 R2.8.25

4410305 福所江 ﾌｸｼｮｴ 1
佐賀市
小城市

佐賀県 佐賀県有明海 2 ○ S53.12.6 H25.5.17

4410310 住ノ江 ｽﾐﾉｴ 1 杵島郡白石町 白石町 佐賀県有明海 ○ ○ S43.3.30 R1.9.27

4410325 新有明 ｼﾝｱﾘｱｹ 1 杵島郡白石町 白石町 佐賀県有明海 ○ H14.4.1 H25.11.29

4410330 百貫 ﾋｬｯｶﾝ 1 鹿島市 鹿島市 佐賀県有明海 ○ S28.2.12 H21.6.22

4410350 七浦 ﾅﾅｳﾗ 1 鹿島市 鹿島市 佐賀県有明海 2 ○ S42.3.31

4410360 飯田 ｲｲﾀﾞ 1 鹿島市 鹿島市 佐賀県有明海 2 ◎ S27.5.28 H28.7.12

4410370 多良 ﾀﾗ 1 藤津郡太良町 太良町 佐賀県有明海 2 ◎ S27.10.6 S59.7.24

4410380 糸岐 ｲﾄｷ 1 藤津郡太良町 太良町 佐賀県有明海 ◎ S28.2.12 S52.3.31

4410390 破瀬ノ浦 ﾊｾﾞﾉｳﾗ 1 藤津郡太良町 太良町 佐賀県有明海 S29.7.12

4410400 野崎 ﾉｻﾞｷ 1 藤津郡太良町 太良町 佐賀県有明海 S34.12.15 S59.1.13

4410410 芦刈 ｱｼｶﾘ 1 小城市 小城市 佐賀県有明海 H29.5.1

4420010 唐房 ﾄｳﾎﾞｳ 2 唐津市 佐賀県 佐賀玄海 ◎ ○ S28.5.28 半島

4420020 湊浜 ﾐﾅﾄﾊﾏ 2 唐津市 唐津市 佐賀玄海 ◎ S27.5.28 半島

離島
半島
離島
半島

4420060 名護屋 ﾅｺﾞﾔ 2 唐津市 佐賀県 佐賀玄海 ◎ ○ S26.9.7 H17.1.1 半島

4420070 波多津 ﾊﾀﾂ 2 伊万里市 伊万里市 佐賀玄海 ◎ S27.5.28 S59.1.13 半島

4420080 戸ヶ里・寺井津 ﾄｶﾞﾘ・ﾃﾗｲﾂ 2 佐賀市 佐賀市 佐賀県有明海 2 ○ S27.5.28 R7.2.10

4420090 廻里江 ﾒｸﾞﾘｴ 2 杵島郡白石町 白石町 佐賀県有明海 S27.5.28 H17.1.1

4420100 浜 ﾊﾏ 2 鹿島市 鹿島市 佐賀県有明海 S26.9.7 S63.8.24

4420110 道越 ﾐﾁｺﾞｼ 2 藤津郡太良町 太良町 佐賀県有明海 ◎ S29.7.12 H14.5.24

4430010 呼子 ﾖﾌﾞｺ 3 唐津市 佐賀県 佐賀玄海 ○ ○ S28.5.28 H17.1.1 半島

4430020 高串 ﾀｶｸｼ 3 唐津市 佐賀県 佐賀玄海 ◎ S26.9.7 H17.1.1 半島

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。

4410040 高島 ﾀｶｼﾏ 1 唐津市（高島） ○佐賀玄海 ◎

唐津市 佐賀玄海

S28.5.28唐津市

佐賀玄海

H17.1.14410080 大泊 ｵｵﾄﾞﾏﾘ 1 唐津市（加唐島） S28.2.12

S28.2.12

佐賀玄海 ○ H17.1.1

4410100 松島 ﾏﾂｼﾏ 1

S28.2.12

H17.1.1○唐津市（松島） 唐津市

4410090 加唐島 ｶｶﾗｼﾏ 1 唐津市（加唐島） 唐津市

H17.1.1S27.5.28佐賀玄海4410110 馬渡島 ﾏﾀﾞﾗｼﾏ 1 唐津市（馬渡島） 唐津市 ◎

向島 ﾑｸｼﾏ 1 唐津市（向島） 唐津市 佐賀玄海

S27.5.28

H17.1.1小川島 ｵｶﾞﾜｼﾏ 2 唐津市（小川島） S26.9.7

4410190 S26.9.7 H17.1.1◎

4420030 神集島 ｶｼﾜｼﾞﾏ

○

H2.7.2

4420050

2 唐津市（神集島） 唐津市 佐賀玄海 ◎

唐津市 小　川　島
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